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議　案 足立区議会

自由民主党
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

×

×

×

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

原案認定

原案認定

原案認定

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

会 派 名 結 

果

　特別区道路線の認定

千 住 旭 町 地 内
竹 の 塚 七 丁 目 地 内

１６.００～１６.２０ １９５.８９
４６.９８

８５.２５

１１.０４

４６.９８

所 在 地 幅員（ｍ） 延長（ｍ）

　特別区道路線の廃止
平 野 三 丁 目 地 内

　区管理通路路線の設置
保 木 間 五 丁 目 地 内

　区管理通路路線の廃止
竹 の 塚 七 丁 目 地 内

４.００～ ４.０３

３.６３～ ３.６５

１.８２～ ４.０１

１.８２～ １.８３

平成１９年度足立区一般会計歳入歳出決算

平成１９年度足立区国民健康保険特別会計歳入歳出決算

平成１９年度足立区介護保険特別会計歳入歳出決算

平成２０年度足立区一般会計補正予算（第３号）

平成２０年度足立区介護保険特別会計補正予算（第１号）

足立区こども科学館条例の一部を改正する条例

足立区青少年センター条例の一部を改正する条例

足立区西新井文化ホール条例の一部を改正する条例

◇
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦
に

つ
い
て

　
人
権
擁
護
委
員
と
し
て
、
田
中

英
雄
氏
、
浅
香
孝
子
氏
、
松
本
み

ち
子
氏
を
法
務
大
臣
に
推
薦
す
る

た
め
、
区
長
か
ら
意
見
を
求
め
ら

れ
ま
し
た
。
議
会
は
こ
れ
に
対
し
、

異
議
な
い
も
の
と
答
申
し
ま
し
た
。

◇
損
害
賠
償
の
額
の
決
定

　
相
手
方
宅
車
庫
に
置
か
れ
た
粗

大
ご
み
の
収
集
を
し
て
い
た
職
員

が
、
誤
っ
て
収
集
対
象
で
な
い
障

子
４
枚
を
清
掃
車
に
積
み
込
み
、

焼
却
処
分
し
た
、
損
害
賠
償
の
額

（
９
万
２
千
400
円
）
の
決
定

◇
議
決
を
得
た
契
約
の
変
更

（
仮
称
）
梅
島
新
施
設
新
築
工
事

◇
放
棄
し
た
債
権
の
報
告
に
つ
い
て

　
足
立
区
の
債
権
の
管
理
等
に
関

す
る
条
例
第
14
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
区
の
債
権
を
放
棄
し
た
も
の

◇
平
成
19
年
度
決
算
に
基
づ
く
足
立

区
の
健
全
化
判
断
比
率
の
報
告

　
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全

化
に
関
す
る
法
律
第
３
条
第
１
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
区
の
健
全
化

判
断
比
率
を
報
告
す
る
も
の

◇
足
立
区
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

 

地
方
自
治
法
の
改
正
に
伴
い
、

規
定
を
整
備
す
る
も
の

◇
災
害
に
備
え
、
避
難
所
へ
の
Ｌ
Ｐ

ガ
ス
機
器
の
備
蓄
を
求
め
る
陳
情

◇
人
工
透
析
患
者
の
災
害
対
策
に
つ

い
て
の
請
願

◇
小
規
模
住
宅
用
地
の
都
市
計
画
税

の
軽
減
措
置
の
継
続
に
つ
い
て
の

意
見
書
の
提
出
を
求
め
る
請
願

◇
小
規
模
非
住
宅
用
地
の
固
定
資
産

税
・
都
市
計
画
税
の
減
免
措
置
の

継
続
に
つ
い
て
の
意
見
書
の
提
出

を
求
め
る
請
願

◇
商
業
地
等
に
お
け
る
固
定
資
産
税
・

都
市
計
画
税
の
負
担
水
準
の
上
限

を
65
％
に
引
き
下
げ
る
減
額
措
置

の
継
続
に
つ
い
て
の
意
見
書
の
提

出
を
求
め
る
請
願

◇
入
札
参
加
資
格
申
請
の
代
理
申
請

シ
ス
テ
ム
の
構
築
及
び
行
政
書
士

用
電
子
証
明
書
の
使
用
に
関
す
る

請
願

◇
旧
東
部
工
事
事
務
所
の
有
効
利
用

に
関
す
る
陳
情

―
陳
情
の
趣
旨
に
沿
い
か
ね
る

　
今
定
例
会
で
可
決
し
た
意
見
書
は

次
の
と
お
り
で
す
。
意
見
書
は
関
係

機
関
に
提
出
し
ま
し
た
。

　
東
京
都
が
実
施
し
て
い
る
「
小
規

模
住
宅
用
地
に
対
す
る
都
市
計
画
税

の
軽
減
措
置
」「
小
規
模
非
住
宅
用

地
に
対
す
る
固
定
資
産
税
・
都
市
計

画
税
の
減
免
措
置
」
及
び
「
商
業
地

等
に
お
け
る
固
定
資
産
税
・
都
市
計

画
税
に
つ
い
て
、
負
担
水
準
の
上
限

を
65
％
に
引
き
下
げ
る
軽
減
措
置
」

は
、
区
民
の
過
重
な
税
負
担
を
緩
和

し
、
厳
し
い
経
営
環
境
に
あ
る
小
規

模
事
業
者
に
と
っ
て
も
、
事
業
の
継

続
や
経
営
の
健
全
化
へ
の
大
き
な
支

え
と
な
っ
て
い
る
。

　
よ
っ
て
、
足
立
区
議
会
は
東
京
都

に
対
し
、
左
記
事
項
に
つ
い
て
平
成

21
年
度
以
降
も
継
続
す
る
よ
う
強
く

求
め
る
も
の
で
あ
る
。

記

１
　
小
規
模
住
宅
用
地
に
対
す
る
都

市
計
画
税
の
軽
減
措
置

２
　
小
規
模
非
住
宅
用
地
に
対
す
る

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
減

免
措
置

３
　
商
業
地
等
に
お
け
る
固
定
資
産

税
・
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
、
負

担
水
準
の
上
限
を
65
％
に
引
き
下

げ
る
軽
減
措
置（

東
京
都
知
事
あ
て
）

 

　
現
行
の
介
護
報
酬
に
お
け
る
人
件

費
の
地
域
差
は
、
国
家
公
務
員
の
調

整
手
当
の
支
給
率
に
準
じ
て
お
り
、

特
別
区
内
の
施
設
サ
ー
ビ
ス
で
は
１

単
位
10
円
に
対
し
て
10
・
48
円
、
4.8

％
の
加
算
し
か
な
く
、
か
つ
、
物
価

水
準
に
係
る
地
域
差
は
考
慮
さ
れ
て

い
な
い
。

　
大
都
市
東
京
に
お
い
て
高
齢
者
等

に
良
質
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す

る
た
め
に
は
、
国
庫
負
担
を
計
画
的

に
引
き
上
げ
、
保
険
料
等
の
水
準
に

も
留
意
し
な
が
ら
、
介
護
報
酬
の
設

定
を
都
市
部
の
実
情
に
あ
っ
た
も
の

と
し
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
者
が

安
定
的
に
事
業
を
運
営
し
て
い
く
こ

と
が
不
可
欠
で
あ
る
。

　
よ
っ
て
、
足
立
区
議
会
は
政
府
に

対
し
、
介
護
報
酬
の
設
定
に
お
け
る

特
別
区
の
地
域
係
数
に
つ
い
て
、
１

級
地
の
国
家
公
務
員
の
地
域
手
当

（
18
％
）
を
適
用
す
る
こ
と
を
強
く

求
め
る
も
の
で
あ
る
。

（
内
閣
総
理
大
臣
・
厚
生
労
働
大
臣

あ
て
）

　
市
町
村
を
納
付
受
託
機
関
と
し
た

上
で
、
国
民
年
金
保
険
料
未
納
者
に

国
民
健
康
保
険
短
期
被
保
険
者
証
を

発
行
し
、
更
新
手
続
き
に
あ
わ
せ
て

納
付
を
催
促
す
る
規
定
な
ど
が
導
入

さ
れ
た
。

　
し
か
し
、
国
民
健
康
保
険
加
入
者

に
は
、
無
職
や
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
の

不
安
定
収
入
・
低
所
得
者
が
多
く
、

限
ら
れ
た
生
活
資
金
か
ら
医
療
サ
ー

ビ
ス
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
確
保
す
る
た

め
、
国
民
健
康
保
険
料
を
納
付
し
て

い
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
国
民
健
康
保
険
料
の
収

納
対
策
に
も
苦
慮
し
て
い
る
中
で
、

別
制
度
で
あ
る
国
民
年
金
保
険
料
の

未
納
を
理
由
に
、
国
民
健
康
保
険
料

を
納
付
し
て
い
る
住
民
に
国
民
健
康

保
険
短
期
被
保
険
者
証
を
交
付
す
る

こ
と
は
、
現
場
の
混
乱
を
招
く
ば
か

り
で
な
く
、
そ
の
主
旨
自
体
、
適
切

と
は
言
え
な
い
。

　
よ
っ
て
、
足
立
区
議
会
は
国
会
及

び
政
府
に
対
し
、
国
民
年
金
未
納
者

に
対
す
る
国
民
健
康
保
険
短
期
被
保

険
者
証
の
交
付
に
関
す
る
規
定
（
国

民
健
康
保
険
法
第
９
条
関
係
）
を
、

削
除
す
る
よ
う
強
く
求
め
る
も
の
で

あ
る
。

（
衆
議
院
議
長
・
参
議
院
議
長
・
内

閣
総
理
大
臣
・
厚
生
労
働
大
臣
あ
て
）

（
以
上
３
件
、
10
月
24
日
議
決
）
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第３回定例会について
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第３回定例会について

第３回定例会について

陳情審査1件　 報告7件　　

陳情取下1件　 報告3件　　

報告4件

報告1件

公共施設の更新・再配置等に関する調査研究

陳情審査1件　社会環境の変化に合わせた考え方

温暖化対策の調査　報告3件　　

温暖化対策の調査　報告1件　　
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１０月１５日

８月２１日

１０月１４日

８月２１日

１０月１６日

８月２９日

９月１９日

９月３０日

１０月２３日

８月２２日

１０月１７日

８月２５日

１０月２２日

８月２８日

１０月２０日

８月２５日

１０月２１日

委員会名 日　程 主な内容

総 務 委 員 会

区 民 委 員 会

産業環境委員会

厚 生 委 員 会

建 設 委 員 会

文 教 委 員 会

議会運営委員会

交通網・都市基盤整備
調査特別委員会

観 光 振 興
調査特別委員会

公共施設更新・再配置
調査特別委員会

温 暖 化 対 策
調査特別委員会


